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《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で
生活文化課
�４７０・７７７７

（代）

１１月２７日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から
３日・１０日

法 律 相 談
１２月１１日（木）１７日・２４日

１１月２８日（金）司法書士３日（水）午後１時から登 記 相 談

１１月２８日（金）土地家屋調査士３日（水）午後１時から表示登記相談

１２月５日（金）税理士１０日（水）午後１時から税 務 相 談

１２月９日（火）人権擁護委員１７日（水）午後１時から人権身の上相談

１２月１２日（金）宅地建物取引主任者１７日（水）午後１時から不 動 産 相 談

１２月１８日（木）弁護士２４日（水）午後１時から交通事故相談

１２月４日（木）行政書士１０日（水）午前１０時から相続・遺言・成年
後見等手続相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女平
等推進センタ
ー
�４７２・００６１

１１月１７日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時
半～４時半

１日・８日女性の悩みごと
相 談 １２月１日（月）１５日・２２日

１１月２１日（金）女性弁護士５日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

市役所１階
屋内ひろば

前日までに同協会事務局・桑原
建築設計事務所�４７６・１５１５

東久留米
建築設計協会

１０日（水）
午後２時～５時耐 震 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）教育相談員

午前１０時～
午後５時
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室 滝山相談室�４７５・８９０９

（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階
相談室

知的障害者相談員１０日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員１２日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

平日の午前９時～午後５時
※電話相談も可�４７７・２７１１

心身障害者（児）
相 談

市役所１階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時職 業 相 談

市役所１階 
屋内ひろば

市住宅増改築等斡旋
事業登録団体協議会

１１日（木）
午前１０時～午後４時住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）消費生活相談員平日の午前１０時～午後４時

※電話相談も可�４７３・４５０５消 費 者 相 談

《訪問します》

ご自宅助産師・保健師訪問希望の方は健康課保健
サービス係�４７７・００２２

妊 婦 訪 問

赤 ち ゃ ん 訪 問

◆東久留米市の行政相談…小山正勝氏（小山、�４７１・３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５･１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、�４７４・０３７９）

　※東久留米市社会福祉協議会では、市民ボランティア相談員による、電話なんでも
相談�４７４・４２９４を月曜・水曜・金曜日の午前１０時～午後４時に行っています。
　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。
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市
で
は
、
自
動
発
行
機
に
よ
る

住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明

書
、
納
税
・
課
税
証
明
書
の
発
行

を
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
お
よ

　

④
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還

付
申
告
は
早
期
処
理
し
て
い
ま
す

（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）。

　

※
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
の
際
、

開
始
届
出
書
の
提
出
、
電
子
証
明

書
の
取
得
（
手
数
料
が
必
要
で
す
）、

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購

入
な
ど
の
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ヘ
ル
プ

デ
ス
ク�
０
５
７
０
・
０
１
５
９

０
１
へ
。

市

立

保

育

園

の 

パ

ー

ト

・

臨

時 

保
育
士
、
臨
時
栄
養
士

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
･
育
休
･

病
休
等
の
代
替
と
し
て
の
臨
時
保

育
士
・
臨
時
栄
養
士
の
登
録
を
随

時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時
間

は
午
前
７
時
〜
８
時
半
と
午
後
５

時
〜
６
時
半
（
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん

保
育
園
は
午
後
７
時
ま
で
）。賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
１
０
円

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

び
東
久
留
米
駅
構
内
で
、
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
含
む
毎
日
午
前

８
時
半
〜
午
後
９
時
に
行
っ
て
い

ま
す
。

　
　

月　

日
（
祝
）
は
庁
舎
電
源

１１

２３

装
置
の
定
期
点
検
の
た
め
、
す
べ

て
の
自
動
発
行
機
を
終
日
利
用
で

き
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を
お
掛
け
し

ま
す
が
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

�
４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

　

③
臨
時
栄
養
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
５
０
円

　

※
い
ず
れ
も
有
資
格
の
方
。

　

登
録
希
望
の
方
は
、履
歴
書（
写

真
添
付
）
を
保
育
課
（
市
役
所
２

階
）へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

登
録
制
の
た
め
履
歴
書
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　

玄
関
や
駐
車
場
と
道
路
の
段
差

を
解
消
す
る
た
め
、
段
差
解
消
ブ

段
差
解
消
ブ
ロ
ッ
ク
等
は

置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
！

ロ
ッ
ク
や
鉄
板
等
を
道
路
上
に
設

置
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
道
路
法
に

違
反
す
る
ほ
か
、
歩
行
者
等
の
事

故
の
原
因
に
も
な
り
、
設
置
し
た

方
の
責
任
も
問
わ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
雨
の
日
に
は
雨

水
の
流
れ
を
止
め
て
し
ま
い
、
道

路
の
排
水
機
能
を
損
ね
る
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。

　

道
路
と
の
段
差
を
解
消
す
る
に

は
、切
り
下
げ
工
事（
申
請
が
必
要
。

工
事
費
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
）
を
す
る
な
ど
、
適
切
な
方
法

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
施
設
管
理
課
管
理
調

整
係�
４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

　

税
務
署
で
は
、
所
得
税
の
青
色

申
告
を
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、

青
色
申
告
決
算
書
の
作
成
や
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
等
に
つ
い

て
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

説
明
会
で
は
、

決
算
の
仕
方
を

中
心
に
、
確
定

申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
や

青
色
申
告
決
算
書
の
作
成
要
領
、

消
費
税
法
等
の
概
要
等
を
分
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
す
。
ま
た
、
ｅ

―
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納

税
シ
ス
テ
ム
）
等
、
多
く
の
個
人

事
業
者
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い

て
の
説
明
も
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
【
開
催
日
】　

月　

日
（
水
）

１２

１０

　
【
時
間
】不
動
産
所
得
の
あ
る
方

は
午
前　

時
〜
午
後
零
時　

分
、

１０

１０

事
業
所
得
の
あ
る
方
は
午
後
１
時

半
〜
４
時　

分
４０

　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
指
導
担
当�
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
内
線

４
１
６
）
へ
。

　
　

年
第
４
回
市
議
会
定
例
会

２０
の
日
程
（
予
定
）
は
左
表
の
通

り
で
す
。

　

※
開
議
時
刻
は
お
お
む
ね
午

前
９
時
半
で
す
。

　

※
請
願
・
陳
情
の
受
け
付
け

は　

月　

日
（
火
）
午
後
３
時

１１

２５

ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
議
会
事
務
局�
４

７
０
・
７
７
８
９
へ
。

２０年第４回市議会定例会の日程（予定）

内容日程

本会議（初日）１２月１日（月）

本会議（２日）１２月３日（水）

本会議（３日）１２月４日（木）

本会議（４日）１２月５日（金）

本会議（５日）１２月８日（月）

常任委員会１２月１０日（水）

常任委員会１２月１１日（木）

予算特別委員会１２月１２日（金）

本会議（最終日）１２月１８日（木）

２０年第４回
市議会定例会

ｅ-Ｔａｘを
ご利用ください

　

国
税
の
申
告
や
納
税
、
法
定
調

書
の
提
出
が
、
税
務
署
へ
出
掛
け

な
く
て
も
、
自
宅
や
会
社
で
で
き

る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

２０
を
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
と
、

次
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。　

　

①
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

電
子
申
告

　

自
宅
か
ら
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、
ｅ
―
Ｔ
ａ

ｘ
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

②
最
高
５
０
０
０
円
の
税
額
控

除
　
　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

２０
を
本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子

証
明
書
を
添
付
し
て
、
申
告
期
限

内
に
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
行
う
と
、
所

得
税
額
か
ら
最
高
５
０
０
０
円
の

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（　

年
分
の
確
定
申
告
で
本
控
除

１９
の
適
用
を
受
け
た
方
は
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
）。

　

③
添
付
書
類
を
提
出
省
略

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
―
Ｔ

ａ
ｘ
で
行
う
場
合
、
医
療
費
の
領

収
書
や
源
泉
徴
収
票
等
は
、
そ
の

記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す
る

と
、
提
出
ま
た
は
提
示
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
確
定
申
告

期
限
か
ら
３
年
間
、
書
類
の
提
出

ま
た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
）。

消
費
税
に
つ
い
て

　

平
成　

年
分
の
課
税
売
上
高

１８

（
事
業
収
入
か
ら
消
費
税
の
課

税
さ
れ
な
い
収
入
を
差
し
引
い

た
金
額
）
が
１
０
０
０
万
円
を

超
え
る
事
業
者
は
、
平
成　

年
２０

分
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
の
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
消
費
税

の
課
税
事
業
者
と
な
る
方
は
、

「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出

書
」
な
ど
の
各
種
届
出
書
等
の

提
出
が
必
要
と
な
り
、
原
則
と

し
て
日
々
の
記
帳
や
書
類
の
保

存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

◆国税庁ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp

　

月　

日（
祝
）

１１

２３

自
動
発
行
機
を
休
止
し
ま
す

国税電子申告国税電子申告
・・

納税システム納税システム

青色決算説明会青色決算説明会
消費税等説明会消費税等説明会
１２月１０日（水）１２月１０日（水）


